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１．第 36回全国豊かな海づくり大会が開催される 

 ９月 10、11 日の両日、山形県内で天皇・皇后両陛下ご臨席のもと全国の水産関係者及び山

形県民が多数参加して「第 36 回全国豊かな海づくり大会」が開催されました。 

 酒田市民会館で開催された記念式典には全国から約 900 人が参加、大会会長 を務める大島

理森衆院議長は「山形では厳しさを増す環境の中でも、豊かな海づくりに向け、稚魚放流、河

川清掃、魚食普及などの取り組みを積極的に行っている。皆様にもこうした活動にご尽力いた

だきたい。」と式辞を述べ、続いて、挨拶に立った開催県の吉村美栄子知事は「庄内の豊かな

海は、県域の 7割を占める広大な森林が醸成する栄養により育まれてきた。この恵みに感謝し、

自然を守り育てる気持ちを次世代につなげていきたい。」と決意を述べました。 

 今回の大会テーマは『森と川から海へとつなぐ生命（いのち）のリレー』で、岸宏大会推進

委員会会長（JF全漁連会長）により海洋環境保全を誓う大会決議文が朗読され、万来の拍手

で採択されました。 

 式典行事では、両陛下による放流魚のお手渡しのほか、功績団体やコンクー 

ル受賞者の表彰が行われ、資源管理型漁業部門において浜名漁業協同組合採貝組合連合会（那

須田康晴会長）が大会会長賞を受賞しました。これはアサリの資源保護のため実践している害

的生物の駆除や、稚貝の放流、潮干狩りルールの遵守などの各種取組みが評価されたものです。

大会の最後には、吉村知事から来年の開催県である福岡県の小川洋知事に大会旗が手渡されま

した。  

  

２．漁協中堅職員キャリアアップ研修会を開催 

 県漁連では、9月 15,16 日の 2日間、県水産会館において『漁協中堅職員キャリアアップ研

修』を開催しました。 

研修は、昨年まで県の委託を受け実施してきた『人材育成マネジメント研修』に代わるもの

として本会指導部協同組合課が開催したもので、漁業地域の核である漁協を支える中堅職員に

対しその役割・期待を認識してもらうとともに、人材育成やセルフマネジメントの知識を学び、

他の組織の方々と闊達な意見交換と将来の漁業・漁協について考える機会としてもらうため開

催されました。県下 10 漁協・2 連合会から 14 名が参加、（株）ビジネス・サクセスストリー

の川九健一郎代表取締役を講師に迎え、講義・個人ワーク・グループ討議など 2日間の研修を

行いました。また、1日目の研修終了後には、静岡市内で懇親会が催され、参加者は、それぞ

れの地域・漁協の現況について意見交換するなど親睦を深めました。  

３．平成 28 年度サクラエビ秋漁の操業を決定     ―県桜えび漁業組合― 

 県桜えび漁業組合（望月武組合長）では、9月 13 日 県水産会館において役員会を開催し、

本年度サクラエビ秋漁の操業日等を次のとおり決定しました。 

▽操業期間：10月 24 日（月）晩～12月 25 日（日）晩 

▽休 漁 日：10月 29 日、11 月 2,5,12,19,22,26 日、12 月 3,10,17,22,24 日 

 なお、秋漁を前に「生産技術研修会」を、10月 19 日（水）13：00 に由比港漁協で、同日

16:00 に大井川港漁協でそれぞれ開催します。 

   

４．本年度トラフグ漁が 10 月 1日に解禁       ―県ふぐ漁組合連合会― 

 県ふぐ漁組合連合会（吉村理利会長）では、本年度のトラフグ漁解禁を前に、9月 9日、

県水産会館において、平成 28 年度組合員会議を開催しました。    

会議では、平成 28 年度の操業申し合せについて再確認するとともに、静岡県水産技術研

究所、国立研究法人）水産研究・教育機構 増養殖研究所の担当者から本年度の放流実績状

況とその効果及び資源状況などについて説明・報告がありました。 

 平成 28 年度静岡県海域の延縄によるトラフグ漁の漁期は、主要漁場の遠州灘海域や駿河

湾海域で 10月 1日から、駿河湾奥で 11 月 1日から解禁となり、来年 2月末まで操業が行わ

れることとなります。 

  

５．平成 28 年度船舶職員養成講習会開催           －焼津漁協― 

 焼津漁協では、平成 28 年度の「船舶職員養成講習会 3・4・5級海技士（航海科・内燃機

関科）」を下記日程により開催します。当講習会は、船舶の航行に欠かせない有資格者（海

技士）要請のため例年開催されています。 

 なお、本年度も前年同様に、漁船の労働環境の改善や安全に関する知識を有する『安全推

進員』を養成するための「カイゼン講習会」が一体となった講習会ですので「船舶職員養成

講習会」のみの受講はできません。 

◇開催期間：3級 平成 28年 11 月 14 日（月）～平成 29年 3月 6 日（月） 

      4・5級 平成 29年 1月 6日（金）～平成 29年 3月 6 日（月） 

◇会  場：県立漁業高等学園 

◇海技士臨時国家試験：平成 29年 3月 7 日（火）～平成 29年 3月 10日（金） 

◇免許講習：平成 29年 3 月（試験終了後）予定 

◇免状交付：平成 29年 4 月上旬 

◇問合せ先：焼津漁協 総務部指導課 Tel 054-628-7115 

 

 

 


